
 

（様式６） 

判断基準が法令の定めに言い尽くされている場合の当該法令の規定 

 

処分基準（不利益処分関係） 

 

資料番号 １３ 担当課 子育て支援課 

法令名 児童扶養手当法 根拠条項 １２－２ 
不利益処

分の種類 
手当の返還 

○児童扶養手当法（昭和三十六年十一月二十九日法律第二百三十八号） 

第十二条 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法に規定する 

控除対象配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令で定めるその他の財産につ 

き被害金額（保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。）がその価格のおおむね二分 

の一以上である損害を受けた者（以下「被災者」という。）がある場合においては、その損害を 

受けた月から翌年の七月までの手当については、その損害を受けた年の前年又は前々年におけ 

る当該被災者の所得に関しては、第九条から前条までの規定を適用しない。 

２ 前項の規定の適用により同項に規定する期間に係る手当が支給された場合において、次の各 

号に該当するときは、その支給を受けた者は、政令の定めるところにより、それぞれ当該各号 

に規定する手当で同項に規定する期間に係るものに相当する金額の全部又は一部を都道府県、 

市（特別区を含む。）又は福祉事務所を設置する町村（以下「都道府県等」という。）に返還し 

なければならない。 

一 当該被災者（第九条第一項に規定する養育者を除く。以下この号において同じ。）の当該損害 

を受けた年の所得が、当該被災者の扶養親族等及び当該被災者の扶養親族等でない児童で当該 

被災者がその年の十二月三十一日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、第九条 

第一項に規定する政令で定める額以上であること。 当該被災者に支給された手当 

二 当該被災者（第九条第一項に規定する養育者に限る。以下この号において同じ。）の当該損害 

を受けた年の所得が、当該被災者の扶養親族等及び当該被災者の扶養親族等でない児童で当該 

被災者がその年の十二月三十一日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、第九条 

の二に規定する政令で定める額以上であること。 当該被災者に支給された手当 

三 当該被災者の当該損害を受けた年の所得が、当該被災者の扶養親族等の有無及び数に応じて、 

第十条に規定する政令で定める額以上であること。 当該被災者を配偶者又は扶養義務者とす 

る者に支給された手当 

 

○児童扶養手当法施行令（昭和三十六年十二月七日政令第四百五号） 

（法第十二条第一項の政令で定める財産） 

第五条  法第十二条第一項に規定する政令で定める財産は、主たる生業の維持に供する田畑、宅 

地、家屋又は厚生労働大臣が定めるその他の財産とする。 

（法第十二条第二項の規定による返還） 

第六条 法第十二条第二項の規定による返還は、同項に規定する金額から、同条第一項の規定の 

適用により支給が行われた期間（次項において「支給期間」という。）に係る手当の額（同条第 

一項の規定の適用がない場合にあつても支給される額に限る。）に相当する金額を控除した金額 

について行うものとする。 

２ 法第十二条第二項第一号に該当する場合（同項第三号に該当する場合を除く。）において、同 

項第一号に規定する所得が当該損害を受けた年の前年又は前々年における当該被災者の所得 

（以下この項において「前年又は前々年における所得」という。）に満たないときは、法第十二 

条第二項の規定による返還は、前項の規定にかかわらず、同条第二項第一号に規定する手当の 

金額から、支給期間に係る手当の額（同号に規定する所得を前年又は前々年における所得とみ 

なした場合に支給される額に限る。）に相当する金額を控除した金額について行うものとする。 

 



○児童扶養手当法施行令第五条に規定する主たる生業の維持に供するその他の財産（昭和三十六 

年十二月七日号外厚生省告示第四百二号） 

児童扶養手当法施行令（昭和三十六年政令第四百五号）第四条〔現行＝五条＝昭和三八年七月 

政令二八一号により改正〕に規定する主たる生業の維持に供するその他の財産として次の財産を 

定める。 

機械、器具その他事業の用に供する固定資産（鉱業権、漁業権その他の無形減価償却資産を除 

く。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


